
令和 8年度茅ヶ崎市消防吏員再採用選考受験案内 
 

 
１ 採用予定人員・受験資格 

採用予定人員 若干名 

受験資格 

次の要件を満たす人 

(1)消防吏員としての職務を支障なく遂行できる人 

(2)昭和４０年 4月 2日以降に生まれた人 

(3)茅ヶ崎市消防吏員として在職した期間が 3年以上ある人 

(ただし、育児休業・休職・停職の期間は在職期間から除く) 

※次に掲げる地方公務員法第 16条の欠格事項に該当する人は受験することができません。 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

          ・茅ヶ崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

          ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を 

結成し、又はこれに加入した人 

 

２ 採用予定日・申込期間・試験日程等 

採用予定日 申込期間 試験日 合格発表 

令和 8年 10月 1日 
令和 8年 7月 13日（月） 

 ～令和 8年 7月２６日（日） 
令和 8年 8月 19日（水） 令和 8年 8月下旬 

 

３ 申込方法 

インターネットのみ 

神奈川電子自治体共同運営サービス（e-kanagawa電子申請）よりお申し込み 

ください。 

※茅ヶ崎市公式ホームページに掲載 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fire/index.html 

※受付期間は延長いたしませんので、余裕をもってお申し込みください。 

 

※こちらの QRコードからも申込可能です。 

経験は再び、最前線で輝く。 

培った力を地域のために。 



４ 選考内容・合格発表 

論文試験 
日 時 令和 8年 8月 19日（水）9：00～ 

会 場 茅ヶ崎市役所 4階消防会議室 

体力試験 
日 時 令和 8年 8月 19日（水）１０：２０～（予定） 

会 場 茅ヶ崎市役所 4階消防会議室 

個人面談 
日 時 令和 8年 8月 19日（水）１１：００～（予定） 

会 場 茅ヶ崎市役所 4階消防会議室 

在職時の成績 退職前の勤務成績 

合格発表 

8月下旬にホームページで発表し、合格者には文書にて通知します。 

電話等による合否の問い合わせにはお答えできません。 

（合格者については、健康診断（指定項目）を受験者負担で受診し、結果を提出してい

ただきます。） 

        

５ 給与・勤務体系 

給 与 

職位・給料 

退職時の職位・給料を踏まえて決定します。本市職員退職後に勤務経験を

有する方は、経験年数に応じて一定額が加算される場合があります。 

（職員については退職時以下の職で採用） 

昇 給 あり 

期末勤勉手当 年 2回（6月・12月） 

その他手当 通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、退職手当など 

勤務体系 
毎日勤務 8：３０～１７：１５の間の 7時間 45分 

隔日勤務 ８：３０～翌８：３０の間の 15時間 30分 

          

６ その他 

(       (１)試験案内について、ご不明な点は消防総務課総務担当までお問合せください。 

zy         (２)受験に際して茅ヶ崎市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的では一切 

使用しません。 ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

 

 

【受験に関する問い合わせ先】 

〒２５３－８６８６ 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目 1番 1号  電話 ０４６７（８５）９９４０ 

  茅ヶ崎市消防本部 消防総務課 総務担当


